
は
じ
め
に

地
方
分
権
推
進
法
（
平
成
７
年
法
律
第
９６
号
）
が

施
行
さ
れ
、
地
方
分
権
に
向
け
て
一
歩
が
踏
み
出
さ

れ
て
か
ら
１０
年
が
経
過
し
た
。
こ
の
間
同
法
の
趣
旨

を
受
け
て
、
地
方
税
法
、
地
方
自
治
法
、
国
家
行
政

組
織
法
な
ど
、
４
７
５
の
関
係
法
令
を
一
括
改
正
す

る
地
方
分
権
一
括
法
（
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た

め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

地
方
分

権
一
括
法
・
平
成
１１
年
法
律
第
８７
号
）
が
制
定
さ
れ

た
。
積
み
残
し
と
な
っ
て
い
た
税
財
源
の
問
題
も
、

所
得
税
か
ら
個
人
住
民
税
へ
３
兆
円
余
の
税
源
移
譲

を
す
る
こ
と
が
閣
議
決
定
（
平
成
１８
年
１
月
１７
日
）

さ
れ
、
平
成
１８
年
通
常
国
会
に
お
い
て
税
源
移
譲
関

連
の
税
法
改
正
を
行
い
平
成
１９
年
分
所
得
税
・
１９
年

度
分
個
人
住
民
税
か
ら
改
正
法
が
適
用
さ
れ
る
と
見

込
ま
れ
る
。
地
方
分
権
（
地
方
自
治
）
は
そ
の
確
立

に
向
け
て
着
実
に
歩
み
が
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。

地
方
分
権
は
、
地
方
公
共
団
体
に
と
っ
て
は
、
中

央
政
府
と
の
関
係
を
従
属
か
ら
対
等
・
協
力
の
関
係

に
改
め
、
地
方
財
政
の
自
主
性
、
自
律
性
を
確
立
す

る
こ
と
で
あ
り
、
国
民
に
と
っ
て
は
遠
く
に
あ
っ
た

政
治
や
行
政
を
身
近
に
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
地
方
分
権
は
今
そ
の
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
は
国
と
地
方
公
共
団

体
と
の
関
係
で
あ
り
、
地
方
自
治
の
中
核
を
な
す
住

民
と
地
方
公
共
団
体
、
住
民
と
国
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
未
だ
俎
上
に
上
っ
て
い
な
い
。
住
民
参
加
を
保

障
す
る
法
的
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
改
革
の
工
程
に
組

み
入
れ
、
地
方
自
治
の
確
立
を
図
る
こ
と
が
、
財
政

再
建
を
確
実
な
も
の
に
す
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
。

地
方
分
権
（
自
治
）
の
意
義
と
そ
の
重
要
性
に
つ

い
て
、制
度
と
財
政
面
か
ら
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

地
方
分
権
（
地
方
自
治
）
と
は
何
か

よ
く
、地
方
自
治（
地
方
分
権
）は
民
主
政
治
の
基

礎
、民
主
主
義
の
学
校
な
ど
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

日
本
国
憲
法
は
第
８
章
に
「
地
方
自
治
」
と
題
す

る
独
立
し
た
１
章
を
設
け
、
議
会
の
設
置
、
直
接
公

選
制
、
地
方
公
共
団
体
の
自
治
権
な
ど
４
か
条
の
原

則
的
な
規
定
を
置
い
て
地
方
自
治
を
保
障
し
て
い

る
。
制
定
の
背
景
は
、「
憲
法
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
さ

ら
に
地
方
行
政
の
民
主
化
と
地
方
分
権
の
徹
底
を
は

か
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
」
と
い
わ
れ
、
地
方
自
治

に
重
点
を
置
い
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

戦
後
税
制
の
勧
告
を
行
っ
た
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団

は
、地
方
税
制
の
勧
告
に
際
し
て
、地
方
自
治
実
現
の

た
め
に
は
強
力
な
地
方
団
体
が
必
要
で
あ
る
と
し

て
、地
方
自
治
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

○
地
方
団
体
の
事
務
は
特
に
国
民
と
密
接
な
も
の
が

あ
る
。こ
れ
ら
の
行
政
事
務
の
う
ち
に
は
、教
育
、

病
院
、
疾
病
の
予
防
、
衛
生
施
設
、
救
済
、
母
子

厚
生
、
警
察
、
消
防
、
街
路
、
リ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
、

住
宅
及
び
障
害
者
の
世
話
と
い
っ
た
よ
う
な
重
大

な
行
政
及
び
施
設
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は

特
に
各
個
人
の
た
め
の
機
会
と
、
よ
り
よ
き
生
活

条
件
、
よ
り
大
な
る
安
全
保
障
、
及
び
不
幸
の
防

止
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

○
日
本
ま
た
は
い
か
な
る
国
で
も
そ
の
将
来
に
お
け

る
進
歩
と
福
祉
と
は
他
の
い
か
な
る
要
素
に
も
劣

ら
ず
、
地
方
団
体
の
有
効
な
行
政
の
量
と
質
に
か

か
っ
て
い
る
。

○
し
か
の
み
な
ら
ず
、
地
方
団
体
は
、
民
主
的
生
活

様
式
に
潜
在
的
な
貢
献
を
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
強
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
強
力
な
、
独
立

し
た
、
実
力
あ
る
地
方
行
政
団
体
が
あ
れ
ば
、
政

治
力
は
、
遠
隔
の
地
に
あ
り
且
つ
個
人
と
は
無
関

係
の
中
央
政
府
に
集
中
さ
れ
る
よ
り
も
む
し
ろ
分

散
さ
れ
、
国
民
の
身
辺
に
お
か
れ
る
の
で
あ
る
。

○
地
方
団
体
は
国
民
を
教
育
し
、
民
主
主
義
の
技
術

の
指
導
者
を
養
成
す
る
の
に
有
効
な
手
段
を
備
え

て
い
る
。
地
方
団
体
の
運
営
方
法
は
国
民
が
容
易

に
監
視
し
、
ま
た
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

国
民
は
彼
が
地
方
行
政
か
ら
受
け
る
利
益
と
そ
れ

に
要
す
る
費
用
と
の
間
の
関
係
を
明
確
に
図
り
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
地
方
の
段
階
に
お
い
て
発
達

し
た
習
慣
と
態
度
と
は
、
国
の
段
階
に
お
い
て
政

府
の
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
に
至
る
と
期
待
し
て

よ
か
ろ
う
。

○
地
方
自
治
は
ま
た
、
あ
る
仕
事
は
個
々
の
地
方
の

独
特
な
必
要
と
問
題
を
よ
く
知
っ
て
い
る
小
さ
な

単
位
に
よ
っ
た
方
が
よ
り
効
果
的
に
遂
行
で
き
る

と
い
う
だ
け
の
理
由
で
重
要
で
あ
る
。

○
も
ち
ろ
ん
、地
方
自
治
に
対
す
る
反
対
論
は
あ
る
。

独
立
の
地
方
団
体
が
想
像
力
に
欠
け
、無
能
で
あ
り
、

あ
る
い
は
腐
敗
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
時
に
は

誤
謬
を
犯
す
こ
と
も
あ
る
。
地
方
に
よ
っ
て
は
適

切
な
地
方
行
政
を
維
持
す
る
に
は
余
り
に
も
貧
困

で
あ
る
か
或
い
は
立
ち
遅
れ
て
い
る
こ
と
も
あ

る
。
地
方
的
に
処
理
で
き
る
税
収
に
は
限
り
が
あ

る
の
で
、
実
際
多
く
の
地
方
は
完
全
に
自
給
自
足

を
す
る
ま
で
に
立
ち
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
の
故
に
地
方
自
治
の
概
念

は
極
端
に
ま
で
も
っ
て
行
く
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

（（
財
）神
戸
都
市
問
題
研
究
所
地
方
行
財
政
制
度
資

料
刊
行
会
、戦
後
地
方
行
財
政
資
料
別
巻
一「
シ
ャ
ウ

プ
使
節
団
日
本
税
制
報
告
書
」Ｐ
１
６
６
〜
１
６
７
）

地
方
自
治
の
意
義
と
重
要
性

右
の
シ
ャ
ウ
プ
報
告
に
は
地
方
自
治
の
本
質
が
余

す
と
こ
ろ
な
く
説
か
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
福
祉
等
の
住
民
に
身
近
で
重
要
な
問

題
は
、
個
々
の
地
方
の
特
性
と
問
題
を
よ
く
知
っ
て

い
る
身
近
な
地
方
公
共
団
体
が
運
営
す
る
方
が
、
効

果
的
・
効
率
的
に
遂
行
で
き
る
と
い
う
「
団
体
自

治
」。地
方
公
共
団
体
の
行
政
運
営
は
身
近
で
小
さ
な

単
位
で
あ
る
た
め
、
住
民
は
、
彼
が
地
方
行
政
か
ら

受
け
る
サ
ー
ビ
ス
の
質
や
量
と
そ
れ
に
要
す
る
費
用

と
の
間
の
関
係
を
容
易
に
理
解
し
や
す
く
監
視
も
し

や
す
い
と
い
う
「
住
民
自
治
」。そ
し
て
地
域
住
民
が

地
方
行
政
段
階
で
会
得
し
た
学
習
効
果
は
、
中
央
政

府
の
行
政
運
営
へ
の
対
応
に
も
反
映
さ
れ
る
こ
と
。

ま
た
、
強
力
な
、
独
立
し
た
、
実
力
あ
る
地
方
公
共

団
体
が
あ
れ
ば
、
遠
く
に
あ
っ
て
個
人
と
は
無
関
係

に
な
り
が
ち
な
中
央
政
府
の
権
力
が
分
散
さ
れ
、
国

民
の
身
辺
に
お
か
れ
る
と
い
う
地
方
分
権
の
語
源
を

あ
ら
わ
す
具
体
的
意
義
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
地
方

自
治
（
地
方
分
権
）
が
民
主
政
治
の
基
礎
、
民
主
主

義
の
学
校
と
い
わ
れ
る
所
以
が
理
解
さ
れ
る
。

ま
た
さ
ら
に
シ
ャ
ウ
プ
報
告
は
、
仮
に
地
方
公
共

団
体
が
行
政
運
営
の
主
体
と
し
て
想
像
力
に
欠
け
て

い
た
り
、
無
能
、
あ
る
い
は
腐
敗
し
、
時
に
は
誤
謬

を
犯
す
こ
と
が
あ
っ
て
も
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
地
方

自
治
を
否
定
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
述
べ
、
地
方
自

治
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。

地
方
自
治
と
地
方
財
政
の
変
遷

戦
後
、
日
本
国
憲
法
の
制
定
に
伴
い
、
地
方
行
政

の
民
主
化
と
地
方
自
治
を
確
立
す
る
見
地
か
ら
「
地

方
自
治
法
」
が
制
定
さ
れ
、
昭
和
２２
年
５
月
３
日
、

憲
法
と
同
時
に
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
新
し
い
制
度
の

導
入
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
民
主
的
な
行

政
運
営
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。

し
か
し
翌
昭
和
２３
年
、早
く
も
地
方
自
治
法
に「
法

令
ま
た
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
特
別
の
定
め
が
あ

る
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
」
と
の
但
し
書
き
が

挿
入
さ
れ
、
地
方
自
治
が
大
き
く
後
退
し
た
。
す
な

わ
ち
公
選
制
に
よ
り
住
民
か
ら
選
ば
れ
た
都
道
府
県

知
事
や
市
町
村
長
等
を
国
の
下
級
機
関
と
位
置
づ

け
、
本
来
主
務
大
臣
が
直
接
執
り
行
う
べ
き
事
務
を

都
道
府
県
知
事
や
市
町
村
長
等
に
替
わ
っ
て
執
行
さ

せ
る
「
機
関
委
任
事
務
」
が
制
度
化
さ
れ
た
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
改
正
法
令
は
、
知
事
の
公
選
制
が
導
入

さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
旧
内
務
省
が
地
方
を
統
制
す

る
手
段
と
し
て
考
案
し
た
も
の
と
い
わ
れ
、「
機
関
委

任
事
務
」
に
は
地
方
議
会
の
審
議
権
や
監
査
権
が
及

ば
ず
、
住
民
監
視
の
外
に
置
か
れ
た
。

ま
た
地
方
財
政
の
面
で
は
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
基

づ
く
地
方
平
衡
交
付
金
制
度
の
も
と
で
、
地
方
公
共

団
体
へ
の
配
分
額
の
算
定
を
め
ぐ
り
予
算
編
成
の
度

ご
と
に
、
大
蔵
省
と
、
勧
告
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た

地
方
財
政
委
員
会
の
間
で
激
し
い
攻
防
が
繰
り
返
さ

れ
た
。
事
業
税
を
改
変
し
て
導
入
を
図
っ
た
付
加
価

税
も
反
対
が
強
く
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
は
そ
の
ま
ま
で
は

実
現
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

機
関
委
任
事
務
は
高
度
経
済
成
長
と
と
も
に
増
大

し
、
国
庫
補
助
金
の
拡
大
が
図
ら
れ
た
。
行
政
・
財

政
両
面
に
お
い
て
権
限
が
国
に
集
中
す
る
中
央
集
権

シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
て
、
ま
た
明
治
以
来
の
中
央

集
権
体
制
に
戻
っ
た
。
地
方
公
共
団
体
は
国
か
ら
事

務
の
細
部
に
わ
た
り
、
目
的
に
適
合
す
る
よ
う
に
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
、
国
へ
の
依
存
体
質
が
深
く
浸

透
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

中
央
集
権
シ
ス
テ
ム
の
硬
直
化

権
限
や
税
財
源
、
情
報
な
ど
を
中
央
政
府
に
集
中

さ
せ
る
中
央
集
権
型
の
シ
ス
テ
ム
は
、
日
本
が
近
代

化
を
進
め
高
度
経
済
成
長
に
至
る
過
程
で
は
、
全
国

の
基
盤
整
備
を
進
め
、
行
政
水
準
を
公
平
配
分
す
る

な
ど
、
一
定
の
機
能
を
果
し
得
た
。
し
か
し
、
経
済

成
長
・
地
域
開
発
な
ど
を
通
じ
て
肥
大
化
し
、
硬
直

的
に
な
っ
た
中
央
集
権
的
な
政
治
、
行
財
政
シ
ス
テ

ム
は
、
二
度
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
を
経
て
高
度
成
長

が
終
焉
し
、
低
成
長
期
に
入
っ
て
も
、
経
済
構
造
の

変
化
、
国
際
化
、
税
収
不
足
な
ど
に
適
切
な
対
応
を

図
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
地
域
の
ニ
ー
ズ
や

実
情
に
マ
ッ
チ
し
な
い
不
要
・
不
急
な
公
共
投
資
、

非
効
率
な
公
共
投
資
等
が
続
け
ら
れ
て
い
く
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
の
硬
直
化
は
国
と
地
方
を
併
せ
た

長
期
債
務
の
残
高
が
７
７
４
兆
円
（
平
成
１７
年
度

末
）
に
上
る
と
い
う
膨
大
な
額
の
借
金
を
生
み
、
深

刻
な
財
政
破
綻
を
招
く
原
因
と
な
っ
た
。
中
央
政
府

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
あ
る
地
方
公
共
団
体
が
財
政

難
に
至
っ
た
主
因
は
、
国
の
行
っ
た
恒
久
減
税
や
景

気
後
退
で
地
方
税
収
が
落
ち
込
む
な
か
で
、
中
央
政

府
が
内
需
拡
大
策
と
中
途
半
端
な
景
気
対
策
に
地
方

財
政
を
動
員
し
た
た
め
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い

る
。（
平
成
１５
年
度
東
京
都
税
制
調
査
会
答
申
�
課
税

自
主
権
の
確
立
に
向
け
て
�）

国
民
に
つ
き
ま
と
う
閉
塞
感

中
央
政
府
が
主
体
的
に
進
め
て
き
た
公
共
事
業
を

め
ぐ
っ
て
は
、
配
分
方
法
や
配
分
額
、
議
員
と
の
結

び
つ
き
な
ど
、
と
か
く
不
透
明
な
噂
が
飛
び
交
っ
て

き
た
。
今
日
の
中
央
集
権
的
な
政
治
、
行
財
政
シ
ス

テ
ム
の
中
で
は
、
国
民
は
、
自
分
た
ち
の
納
め
た
税

金
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
、
自
分
た
ち
の
生
活
と
ど

の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
、
国
家
予
算
を
見
て

も
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
国
民
に
と
っ
て
、
政

治
は
遠
く
に
あ
り
、
自
分
の
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
で

い
つ
の
間
に
か
不
要
・
不
急
で
非
効
率
な
公
共
投
資

が
行
わ
れ
、
い
つ
の
間
に
か
多
額
の
借
金
を
抱
え
て

い
る
こ
と
に
愕
然
と
す
る
。
ま
た
、
こ
の
借
金
を
次

世
代
に
回
し
て
い
い
の
か
な
ど
と
借
金
地
獄
の
責
任

が
国
民
の
肩
に
当
然
の
よ
う
に
降
り
か
か
り
、
財
政

再
建
の
た
め
だ
か
ら
と
、
当
然
の
よ
う
に
増
税
論
が

出
て
き
て
い
る
。

国
民
の
多
く
は
財
政
再
建
に
真
摯
に
取
り
組
も
う

と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
増
税
に
つ
い
て
、

ざ
る
で
水
を
汲
む
空
し
さ
を
拭
い
き
れ
な
い
で
い

る
。
歳
出
の
削
減
や
、
国
民
生
活
が
ど
の
よ
う
に
な

る
か
具
体
的
な
展
望
が
示
さ
れ
な
い
ま
ま
増
税
に
応

じ
た
と
こ
ろ
で
、
不
透
明
な
歳
出
の
屋
上
屋
を
重
ね

る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
閉
塞
感
が
つ

き
ま
と
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
ニ
ー

ズ
や
状
況
に
応
じ
た
政
策
の
策
定
を
、
全
国
的
な
視

点
、
或
い
は
規
模
で
行
う
べ
き
役
割
を
担
う
国
が
策

定
す
る
こ
と
の
限
界
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

地
方
自
治
の
確
立
に
向
け
て

新
地
方
自
治
法
に
地
方
公
共
団
体
の
役
割
、
国
の

役
割
が
定
め
ら
れ
、
地
方
公
共
団
体
に
は
「
住
民
の

福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
地
域
に

お
け
る
行
政
を
自
主
的
か
つ
総
合
的
に
実
施
す
る
役

割
を
広
く
担
う
も
の
と
す
る
。」（
１
条
の
２
）
こ
と

と
定
め
ら
れ
た
。
国
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
下
図
に

示
す
よ
う
に
、
国
際
国
家
と
し
て
の
存
立
に
関
わ
る

事
務
や
、
主
と
し
て
全
国
的
に
統
一
し
て
定
め
る
こ

と
が
望
ま
し
い
事
務
、
全
国
的
な
規
模
、
視
点
に
立

っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
施
策
や
事
業
な
ど

を
担
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
国
に
つ
い
て
は
、
さ

ら
に
、
住
民
に
身
近
な
行
政
は
で
き
る
限
り
地
方
公

共
団
体
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
地
方
公

共
団
体
に
関
す
る
制
度
の
策
定
及
び
施
策
の
実
施
に

当
た
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
及
び
自
立
性

が
十
分
発
揮
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
の
規
定
が
入
れ
ら
れ
た
。（
１
条
の
２
）

近
年
諸
外
国
に
お
い
て
も
地
方
自
治
の
重
要
性
へ

の
認
識
が
高
ま
り
、
制
度
改
革
が
行
わ
れ
て
き
て
い

る
。
そ
の
結
果
閉
塞
状
況
に
あ
っ
た
政
治
、
行
財
政

が
大
幅
に
改
善
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

諸
国
に
お
い
て
も
、
Ｅ
Ｕ
統
合
後
、
国
家
主
権
の
Ｅ

Ｕ
へ
の
吸
収
・
統
合
が
進
め
ら
れ
る
一
方
、
１
９
８

５
年
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
治
憲
章
」
が
採
択
さ
れ
、

地
域
の
自
主
性
を
尊
重
し
て
地
方
自
治
が
推
進
強
化

さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

地
方
自
治
法
は
地
方
公
共
団
体
の
役
割
の
基
本
を

住
民
の
福
祉
の
増
進
に
お
い
た
。
日
本
国
憲
法
の
も

と
で
は
、
す
べ
て
の
租
税
が
福
祉
目
的
に
使
用
さ
れ

る
こ
と
を
憲
法
が
予
定
し
て
い
る
と
い
わ
れ
、
財
政

収
入
の
大
部
分
が
租
税
で
ま
か
な
わ
れ
る
租
税
国
家

で
は
、
憲
法
政
治
の
中
身
は
結
局
ど
の
よ
う
に
租
税

を
徴
収
し
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
使
用
す
る
か
に
帰
す

る
と
い
わ
れ
る
。

日
本
に
お
け
る
地
方
公
共
団
体
の
法
的
性
格
は
、

一
定
の
自
治
権
を
有
す
る
統
治
団
体
で
あ
り
、
主
権

団
体
で
は
な
い
か
ら
国
と
対
立
軸
に
あ
る
も
の
で
は

な
い
。
住
民
に
身
近
な
行
政
は
、
地
域
の
実
情
と
ニ

ー
ズ
、
問
題
点
を
よ
く
知
っ
て
い
る
小
さ
な
単
位
で

あ
る
地
方
公
共
団
体
に
よ
っ
た
方
が
よ
り
効
果
的
に

遂
行
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

地
方
分
権
を
確
立
し
、
住
民
が
そ
の
身
近
な
福
祉

に
つ
い
て
、
身
近
な
行
政
で
あ
る
基
礎
的
自
治
体
と

と
も
に
情
報
を
共
有
し
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
受
益
と

負
担
を
選
択
し
、
監
視
す
る
こ
と
の
で
き
る
地
方
自

治
が
実
現
す
る
こ
と
が
、財
政
再
建
の
早
道
で
あ
る
。
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